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◇

パーﾄ退職金

Q:この度、当社のパートタイマーが辞め

る事になり、退職金を支給する予定です。ど

のような条件で退職金をパートタイマーに支

給すれば、退職所得になるのでしょうか。

Aｰ：退職金をもらう側にとっては、所得税

の計算上、退職所得は給与所得より多くの控

除が認められているため、会社から支給され

た退職金が退職所得なのか給与所得なのかは

大きな問題です。ところが、パートタイマー

への退職金については、所得税法で何が退職

所得に当たるのかの規定はなく、これまで経

営者にとっては判断が難しいところでした。

このほど、「どのような支給基準によるも

のがパートタイマーの退職所得にあたるのか」

という国税局内部で使われている次のような

基準が明らかになりましたので、ご参考にし

て下さい。

1①給与所得について日額表（日割り計算)の

適用者は、どのような退職金も退職所得と

認められない。

②給与所得について月額表(月割り計算)の

適用者が、退職所得の対象者となります。

2いったん退職金を受けたパートタイマーが、

その会社に再就職する場合には、2回目に

会社が支払う退職金の計算上その人の勤続

年数は再就職した時からとする。

上記のような支給基準による退職金は、パ

一トタイマーにとって退職所得になると思わ

れますが、退職金の取扱いにはくれぐれもご

注意下さい。


